
 

 

御所市新教育大綱策定支援業務委託公募型プロポーザル募集要項 

 

１趣旨 

御所市では「みんなで育む御所のみらい」として令和４年３月に御所市教育大綱を改

訂し、間もなく計画期間が終了する。一方、人口減少・少子化・核家族化の進展等、本

市を取り巻く社会環境は厳しく変動しており、こうした社会動向を踏まえつつ新たに総

合計画及び総合戦略、新しい学校づくり基本計画が策定されることに鑑み、現行御所市

教育大綱を見直し、御所市新教育大綱を改訂する。 

本募集要項は、本市が発注する「御所市新教育大綱策定支援業務委託」を受託する事

業者を選定するにあたり、その選定手順及び審査要件等を示したものである。 

 

２業務概要 

(1) 業務名称:御所市新教育大綱策定支援業務委託 

(2) 委託内容:別紙仕様書のとおり 

(3) 委託期間:契約締結日から令和 9年 3月 31 日まで 

(4) 選定方法:公募型プロポーザル方式 

 

３提案限度額 

令和 8 年度業務 見積上限額 

金 7,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※上記価格を超える提案は、審査の対象から除外する。 

 

４応募資格 

本プロポーザルに応募するものは次に掲げる全ての要件を満たしていること 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること 

(2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再生

手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ

し、同法第 33 条第１項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係

る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続

開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申し立てがなさ

れていないこと（ただし、裁判所からの更正手続き開始決定を受けた者はこの限り

でない） 

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）に抵触

する行為を行っていない者であること 

(5) 御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加停止措置要綱（平成 21 年 12

月 15 日制定）に基づく入札停止措置を受けていない者であること 

(6) 御所市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 15 日制定）に規定する暴力団及び暴力団

員に該当しないこと 



 

 

(7) 国税及び地方税を滞納していないこと 

(8) 過去 10 年以内（平成 28 年 4 月 1日から令和 8年 3月 31 日まで）に教育振興等に

係る業務実績があること 

 

５プロポーザルスケジュール 

日 付 内 容 

４月 １日（水） 
公告（ホームページで公開） 

質問書受付（様式７）（Eメールで受付） 

４月 ３日（金）17時必着 質問締切り（Eメールで受付） 

４月 ７日（火） 質問回答公表（ホームページ） 

４月 ９日（木）17時必着 
参加表明書等関係書類提出期限 

（様式１～５及び証明事項書面） 

４月１３日（月） 
プレゼンテーション参加資格結果通知 

（Eメールで送付） 

４月２０日（月）17時必着 企画提案書提出締切（様式６及び提案書等） 

４月２２日（水） プレゼンテーション開催通知（Eメールで送付） 

４月下旬～５月上旬 ※予定 プレゼンテーション審査 

４月下旬～５月上旬 ※予定 優先交渉権者の特定通知（Eメールで送付） 

５月中旬～５月下旬 ※予定 契約手続き 

 

６公募型プロポーザルに関する質問受付及び回答 

(1) 質問書提出者 

参加資格通知書において参加資格の要件を満たすもの 

(2) 質問受付期間 

令和 8(2026)年 4 月 1 日(水)から同年 4 月 3 日(金) 17 時まで 

(3) 質問書の提出方法及び提出先 

質問書（様式７）により電子メールで、６の(2)に定める期間に教育総務課宛へ e-mail

（kyouiku@city.gose.nara.jp）で提出すること。メールの宛先タイトルに「【質問書】

御所市新教育大綱策定支援業務委託」を記載し、送信後に電話にて確認を行うこと。 

(4) 質問書に対する回答 

質問に対する回答は、令和 8(2026)年 4 月 7 日（火）に本市ホームページで公表す

る。 

 

７応募申込の手続き等 

プロポーザルに応募するものは下記のとおり、参加申込みを行うものとする。 

(1) 本要項、仕様書及び提出書類の様式等の取得方法 

本市ホームページからダウンロードすること。 

(2) 提出書類 



 

 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 法人概要書（様式２） 

ウ 法人の業務実績一覧表（様式３） 

エ 配置予定管理技術者の経歴書（様式４） 

オ 配置予定管理技術者の資格を証明する書面の写し 

カ 配置予定管理技術者の雇用関係を証明する書面（雇用契約書等）の写し（番号等

特定に係る部分は塗消ししてもよい）。ただし過去６カ月以上の雇用関係がある

こと。 

キ 業務実施体制調書（様式５） 

ク 法人の概要が分かる資料（パンフレットなど） 

ケ 自己資本比率の状況（様式９） 

コ 流動比率の状況（様式１０） 

サ 経常利益の伸び率（様式１１） 

シ 過去３年間の決算状況（様式１２） 

(3) 参加表明申込期間 

令和 8(2026)年 4 月 1 日(水)から同年 4 月 9 日(木)までの 9 時から 17 時まで 

(4) 提出方法及び提出先 

７の⑵に掲げる参加表明に必要な書類各１部を持参もしくは郵送により教育総務課に

提出すること。郵送の場合は簡易書留とし申し込み期間内に必着のこと。 

(5) 辞退 

応募後辞退する場合は、取下書（様式８）を提出すること。 

 

８プロポーザル参加資格者の選定 

３者以上の複数の応募があった場合、プレゼンテーション選定対象者を３者程度に絞

り込むため参加申込書等の提出書類をもとに、「別表１ 基本的評価事項」のうち「財

務体質及び業務実績、業務体制」について審査し、上位３者程度を決定する。結果は、

書面にて下記の日時に E メールで通知するものとする。 

＊選定内容・結果についての質問・異議は受け付けない。 

(1) 通知日 令和 8(2026)年 4 月 13 日（月） 

(2) 通知方法 E メールにより送付 

 

９プロポーザル参加資格者における提案書等の提出 

プレゼンテーション参加資格結果通知において参加することが認められた参加者は下記

事項に従い提案書を作成し、提出すること。 

(1) 提出資料 

ア 企画提案書提出（様式６）を表紙とし以降に提案書を添付 

イ 企画提案書（任意様式） 

ウ 見積書及び見積内訳書（消費税及び地方消費税を含む）（任意様式） 

(2) 提案書記載事項 



 

 

本プロポーザルにおいて求める提案は、以下のア～エの事項とする。提案書の作成は

仕様書に記載された目的を十分に理解し、提案者の実績を踏まえ自由に企画提案を行う

こと。提案書は任意様式で枚数は A4 サイズ片面 10 枚以内とする。尚、A3 サイズは片面

１枚につき A4 サイズ片面 2枚としてカウントする。 

ア 業務実施方針 

イ 業務実施体制 

ウ 業務実施スケジュール 

エ 業務内容に関する提案 

(3) 提出部数 

10 部（正本１部、副本 9部） 

(4) 提出期間 

令和 8(2026)年 4 月 14 日（火）～ 4 月 20 日（月）までの 9時から 17 時まで 

(5) 提出方法及び提出先 

持参もしくは郵送により教育総務課に提出すること。郵送の場合は簡易書留とし提出

期間内に必着のこと。 

(6) 辞退 

提案書提出後に辞退する場合は、取下書（様式８）を提出すること。 

 

10 選定方法 

９の(1)において提出された企画提案書によるプレゼンテーションを実施する。 

(1) 開催日時及び開催場所 

日時、開催場所は日程が決定し次第、事務局から参加者へメールにて通知する。 

(2) 選定方法 

ア 企画提案書についてプレゼンテーションによる説明を行うこと。尚、プレゼンテ

ーションの内容は企画提案書により説明を行うこと。また、追加資料等の配布は

認めない。 

イ 所定時間は説明２０分以内、質疑応答５分程度、準備・片付け５分程度とする。 

ウ 参加者は配置予定業務責任者を含み３名以内とする。 

エ プロジェクター、スクリーンは本市で準備する。ただし、パソコンは応募者で準

備すること。 

オ 尚、災害等の影響よっては、書面による審査を行うこともある。その場合は、改

めて教育総務課より e-mail で参加事業者の担当者まで連絡する。 

(3) 選定基準及び配点割合 

提案内容における選定基準及び配点割合は後頁に示す別表１「基本的評価事項」のと

おりとする。 

(4) その他注意事項 

次の事項に該当する場合は、失格とする。 

ア 参加資格を満たさなくなったとき。 

イ 提出期限までに必要な書類を提出できなかったとき。 



 

 

ウ 記名押印を欠いているとき。 

エ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なとき。 

オ 見積書の金額が予定価格を超えているとき。 

カ その他不正行為があったとき。 

 

11 評価方法 

10 の⑶の選定基準に基づき、最高評価点を得た者を受注優先交渉権者とする。また、

次点としては２番目に点数の高かった事業者とする。なお、最高評価点者が複数となっ

た場合は協議の上、１者に選定する。また、参加事業者が１者であっても評価を実施す

るものとし、合計点数が満点の６割に満たないときは事業者を選定しないものとする。 

選定結果は、令和 8(2026)年 5 月中旬（予定）にすべての参加事業者に通知する。 

なお、選定された事業者の提出書類は、御所市情報公開条例により、公開の対象とな

る。また、選定されなかった事業者の提出書類は、事業者名をはじめ、すべて非公開と

する。 

※選定内容及び結果についての質問・異議は受け付けない。 

 

12 契約手続 

(1) 契約の締結 

受注候補者と別途協議する。また、仕様書及び契約条件の詳細についても、優先交渉

権者と別途協議のうえ決定する。 

(2) 支払条件 

完了払 

(3) 契約保証金 

契約の締結に際しては、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければな

らない。ただし、御所市契約規則（昭和 39 年御所市規則第 18 号）に該当するときは、

契約保証金の納付を免除する。 

 

13 留意事項 

(1) 提出期限後における書類の差替及び再提出は認めない。 

(2) 参加に係る経費は全て参加者の負担とする。 

(3) 災害事故等やむを得ない事由等により、本企画提案事業を実施することができない

と認められる場合は、本事業を停止、中止することがある。なお、この場合におい

て、当該企画提案に要した費用を本市に請求することはできない。 

(4) 提出された書類は選考に関する目的以外には使用しない。但し、提出された書類

は、審査に必要な範囲で複製又は複写することがある。 

(5) 本提案に係る提出物については返却しない。 

(6) 本提案に係る書類に虚偽記載をした場合には、同書類を無効とし、指名停止を行う

ことがある。 

(7) 電子メール等の通信事故について、本市はいかなる責任も負わない。 



 

 

(8) 参加申込者が１名のみであった場合、企画提案書等提出事業者が 1名のみとなった

場合でも、参加資格を有する事業者であれば評価をそのまま実施する。ただし、参

加者の数に関わらず、評価が一定の水準に達しない場合は、選定しない。 

(9) スケジュール変更については、各参加申込者に別途通知する。 

(10) 担当課以外に本プロポーザルに関する質問等はしないこと。 

(11) 提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は委託後に追加費用を伴わずに

実施する意思があるものとする。 

(12) 提案により採用されたことをもって、提案したすべての内容の契約を保証するも

のではない。 

(13) 本企画提案実施についての説明会は、行わない。 

 

【問い合わせ先及び提出先】 

御所市教育委員会事務局教育総務課（担当：松田・鈴木・関本） 

〒639-2298 奈良県御所市 1 番地の 3 

代表電話：0745-62-3001  

ファックス：0745-62-5425 

e-mail：kyouiku@city.gose.nara.jp 

 

 

 



 

 

別表１ 基本的評価事項 

選定評価項目 

（配点） 
評価の着目点 配点 評価点 

財務体質 
（20点） 

・経営の安定度や短期的な支払い能力、総合

的な成長力、収益力はあるか 
20 

 

業務実績 
（20点） 

・法人として過去に本業務委託に関連する業

務の実績について、本業務に生かすことので

きる実績があるか 

20 

 

業務体制 
（20点） 

・本業務に携わる管理技術者及び担当技術

者、照査技術者の本業務に活かすことのでき

る資格（技術士（総合技術監理部門（都市お

よび地方計画））、一級建築士、公認会計士、

認定ファシリティマネジャー等）及び実績に

ついて 

20 

 

業務スケジュール 
（10点） 

・工程毎に具体的な作業が明記され、計画策

定が完了するスケジュールか 
10 

 

企画提案内容 
(80点) 

 

・策定の趣旨・目的の十分な理解に基づいた

具体性のある提案であるか 
20 

 

・論理的に一貫性をもった取りまとめが期待

できる提案であるか 
20 

 

・多面的な発想・視点を持った提案であるか 20 
 

・独自性を持った提案であるか 20 
 

プレゼンテーション 
（30点） 

・分かりやすさ、説得力について 

・質疑応答について 

・本業務への取組み意欲について 

30 

 

見積額 

（20点） 
・費用対効果が高いか。 20 

 

評点の合計 ― 200  

 

 

 


